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企業版ふるさとあげお応援寄附募集支援業務 実施要領 

 

１ 業務名称 企業版ふるさとあげお応援寄附募集支援業務 

 

２ 業務目的  上尾市が行う地方創生事業に対し、企業版ふるさと納税による寄附

を行う見込みのある企業（以下、「寄附見込企業」という。）を発掘し、

働きかけを行うことで、寄附の獲得を目指すもの。 

 

３ 業務概要 別紙特記仕様書のとおり 

 

４ 委託期間 契約締結日から令和７年３月２１日（金）まで 

 

５ 委託金額の算定方法等 

  委託金額の算定は、成果報酬型によるものとし、見積書（様式１）に寄附金額あ

たりの受注料率を示すこと。なお、受注料率は、１０％以内（消費税別）とする。 

 

６ 応募資格 

本手続きに応募する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）本業務の他自治体から受注実績があること 

（２）上尾市物品等競争入札参加資格者名簿に登載された者 

（３）公募期間において、次のいずれにも該当しないこと 

  ①地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

  ②上尾市契約規則第１５条（第２９条）の規定により市の競争入札に参加させな

いこととされた者 

  ③営業に必要な登録、免許又は許可を受けていない者（営業に関し許可等を要す

る場合に限る。） 

  ④虚偽申請等を理由として上尾市物品等競争入札参加資格者名簿から抹消され、

当該抹消の日から２年を経過しない者 

  ⑤暴力団員がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に

認められる場合であって、市長が不適格であると認める者 

  ⑥法人税、消費税及び地方消費税、市税等を滞納している者 

  ⑦会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者（同法第 

２３６条の規定により更生手続廃止の決定を受けたときを含み、同法に基づく更

生手続開始の決定がされているときを除く。） 

  ⑧民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者（同法第 

１９１条の規定により再生手続廃止の決定を受けたときを含み、同法に基づく再

生手続開始の決定がされているときを除く。） 
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７ 公募の方法 

  令和６年７月１８日（木）から令和６年７月２９日（月）までの間、市ホームペ

ージ等に情報を掲載し、公募を行う。 

 

８ 実施スケジュール 

（１）質問書提出期限    令和６年７月２３日（火）午後５時まで 

（２）質問に対する回答の公表  令和６年７月２４日（火）午後５時まで 

（３）見積書等提出期限   令和６年７月２９日（月）午後５時まで 

（４）審査結果の通知    令和６年７月３１日（水） 

（５）契約の締結及び業務開始  令和６年８月１日（木） 

 

９ 質問書の提出 

  本実施要領及び別紙特記仕様書等に関する質問があるときは、８（１）に示す期

限までに質問書を提出すること。 

（１）提出書類 質問書（様式４） 

（２）提 出 先 上尾市 行政経営部 行政経営課 

（３）提出方法 電子メールとする（s50700@city.ageo.lg.jp）。 

        電子メールの件名は、「【事業 2061】質問書の提出について」とする

こと。 

（４）回 答 ８（２）に示す期限までに全質問に対する回答を市ホームページに

掲載する。 

 

１０ 契約者選定にあたっての提出書類等 

（１）提出書類 

No. 書類名称 提出部数 

① 見積書（様式１） 

※寄附金額あたりの受注料率（％）を記載すること。 

１部 

② 会社概要（様式２） １部 

③ 関連業務実績調書（様式３） １部 

（２）提出方法 

   持参または郵送とし、８（３）に示す提出期限必着とする。 

（３）提出先 

   【郵送の場合】〒３６２－８５０１ 上尾市本町三丁目１番１号 

上尾市 行政経営部 行政経営課 (担当：志村) 

   【持参の場合】〒３６２－８５０１ 上尾市本町三丁目１番１号 

上尾市役所（本庁舎）３階 行政経営部行政経営課 

（４）提出書類等の取り扱い 

   提出された書類等は返却しない。 
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１１ 選定方法及び結果の通知 

  提出書類にて審査の上、委託事業者を選定する。（選定数に制限なし。） 

  なお、選定の結果については、令和６年７月３１日（水）に応募者へ通知する。 

 

１２ 契約について 

（１）選定の結果、決定したすべての事業者と、上尾市契約規則の規定により業務委

託契約を締結する。 

（２）契約方法は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく随意契約

とする。 

 

１３ その他 

（１）書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費はすべて応募者の負担とする。 

（２）提出された書類等は、上尾市情報公開条例（平成１１年１２月２８日条例第  

３０号）に基づき、開示する場合がある。 

（３）業務に関して知り得た情報を目的外に使用し、または第三者へ提供してはなら

ない。 

 

１４ 問い合わせ先 

  〒３６２－８５０１ 上尾市本町三丁目１番１号 

  上尾市 行政経営部 行政経営課 (担当：志村) 

電 話：０４８-７７５-３９６３(直通) 

ＦＡＸ：０４８-７７６-８８７３ 

電子メール：s50700@city.ageo.lg.jp 
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